
    

                              

【春の火災予防運動】 

「お出かけは マスク戸締り 火の用心」を全国統一防火標語とし、当消防本部管内を含む青森

県では令和５年４月 10日(月)から 16日(日)までの７日間にわたり、「春の火災予防運動」を実

施します。火災予防運動の行事として消防展等を下記のとおり実施しますので、この機会に最寄

りの会場へ足を運び、防災について体験しましょう。 

 

 

各種行事（消防展等） 

4月 8日、9日  09：00～12：00 ユニバース八戸ニュータウン店防災広場 

4月 8日、9日  09：00～12：00 消防防災展 inマエダストア田子店 

4月 9日、16日  09：00～12：00 階上岳防災キャンペーン 

4月 13日      09：00～12：00 道の駅さんのへ防災広場 

4月 15日、16日 09：00～12：00 道の駅なんごう消防防災広場 

4月 20日、21日  09：00～12：00 ユニバース下長店防災広場 

4月 22日、23日 10：00～13：00 イオン田向ショッピングセンター防災広場 

4月 22日、23日 09：00～12：00 消防防災フェスタ inユニバース福地店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

当消防本部令和５年春の火災予防運動チラシ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

八戸地域防災協会令和５年春の火災予防運動ポスター 

  

 



【住宅用火災警報器を設置し、定期的に点検しましょう！】 

 

 平成 20 年６月２日から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。 

 古くなった住宅用火災警報器は、電子部品の寿命や電池切れなどで作動しなくなることがあ

るため、設置してから 10 年を目安に本体の交換をおすすめします。ボタンを押しても紐を引っ

張っても音が鳴らない場合は、電池切れか故障ですので、購入先へお問い合わせください。まだ

設置していない場合は、早急に設置してください。 

 また、今後新しく住宅用火災警報器を設置・交換する際は、連動型住宅用火災警報器をおすす

めします。「連動型」とは、火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、他の部屋に設置して

あるすべての住宅用火災警報器が警報を発する方式です。別の部屋にいても火災の発生をすぐ

に知ることができます。早期に火災を発見できた場合は、初期消火を行える可能性があります。

最近では、一般住宅で使いやすいように開発された住宅用の消火器が販売されています。 

 住宅用火災警報器の設置・交換にあわせて消火器の設置もお願いします。 

 

 

 

【野焼きについて】 

農業等を営むための刈枝等の焼却等、例外として認められる場合もありますが、野焼きを含

む焼却行為は禁止されています。野焼きの拡大や焼却後の不始末から付近の枯草等へ燃え広が

り、建物や林野にまで至る大規模な火災になっている場合もあります。 

  例外となる焼却を行う場合には、次のことを守りましょう。 

   ①焼却前にあらかじめ管轄の消防機関へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するお  

それのある行為届出書」を２部提出する。 

  ②空気が乾燥していたり、風が強い日には焼却しない。 

  ③消火の準備をし、焼却中は絶対に離れず、焼却後には完全に消火する。 

  ④焼却により発生した煙等が近隣住民の生活環境に支障を来した場合には、ただちに 

焼却を中止する。 

 

 

                               

 

■お問い合わせ先■ 

  八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 予防課 

     TEL：0178-44-2133 / FAX：0178-44-1196 


